
企業版ふるさと納税 寄附対象事業のご紹介



寄附対象事業について

「流山市総合計画実施計画」に位置付けられている事業が寄附対象事業です
当計画の６つのまちづくり基本政策は以下のとおりです

１． 安心・安全で快適に暮らせるまち
２． 生きがいを持って健康・長寿に暮らせるまち
３． 良質な住環境のなかで暮らせるまち
４． 賑わいと魅力のあるまち
５． 誰もが自分らしく暮らせるまち
６． 子どもをみんなで育むまち
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いのちを守る活動

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・企業の皆様へのメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
感染症の流行・高齢化・労働災害の多様性など、救急需要が増大する社会において、安心・安全で快適に暮らせるまちづ
くりの担い手として救急救助体制を更に強化していく必要があります。ぜひ、応援をお願いします。

・高度な救命処置を行うことができる救急救命士を養成します。
・救急現場で確かな力を発揮できる人材の育成に取り組んでいます。

事業担当課：消防本部 消防総務課 TEL： 04-7158-0299

流山市では日勤救急隊を含め7隊の
救急隊を運用しており、救急救命士
の充足率向上に取り組んでいます。

様々な事案に対応できるよう、常日頃
から知識・技術の習得に励み、昼夜
問わず救急業務に対応しています。
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市民の学びの場リニューアル事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・企業の皆様へのメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
小さなこどもから高齢者まで、多くの市民や団体の方々が多様な学びの場として多目的に利用されている生涯学習センター
のリニューアルに対する支援をぜひ、よろしくお願いします！

・築４０年以上経過したことで生じている不具合個所を修繕し、より快適な学びの場を市民の皆様に提供します

事業担当課：生涯学習部 文化芸術・生涯学習課 TEL：04-7150-6106

人権をテーマとした人形劇を上演し、小さなお
子さんから大人まで、親子で楽しく人権につ
いて学べる機会を提供しています。

多目的ホールでは、市民団体が音楽やダンス
等を発表するだけでなく、市民の学びに寄与
する様々な講演会等も実施しています。

4



おはなし しゅっぱつしんこう！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・企業の皆様へのメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

子どもたちが読書を通じて生きる力を育み、豊かな心を育てることができるよう、温かいご協力をお願いします。

・ブックスタート関連事業「おはなし しゅっぱつしんこう！」として、図書館司書が選んだ絵本のセットを市内の子育て関連施設
へ届けます。また、子どもの読書活動の推進を目的とした講座を開催します。

子どもたちが、いつでも、どこでも、いろいろな絵本を楽しめる環境の整備や、保護者や子育て関連施設等で子育てに関
わる人が子どもの読書活動への理解・関心を深められる講座の開催に活用します。

事業担当課：生涯学習部 図書館 TEL：04-7159-4646
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図書館資料購入事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・企業の皆様へのメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

流山市民の多様な読書要求や情報ニーズに応えるため、豊富な資料を購入できるよう、温かいご協力をお願いします。

・図書館では、図書をはじめ、電子書籍、雑誌、新聞、視聴覚資料（CD、DVD、紙芝居）、オーディオブックなど、
さまざまな資料を購入しています。

流山市民がいつでも、どこでも生涯学習ができるよう、図書館に必要な資料の購入に活用します。

事業担当課：生涯学習部 図書館 TEL：04-7159-4646
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多文化共生プロジェクト

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・企業の皆様へのメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

事業担当課：総合政策部 企画政策課 TEL：04-7150-6064

市内の人口増加に伴い、外国人人口も増加しています。このことからさらなる多文化共生社会の推進をしていく必要がありま
す。ぜひ、この事業へのご支援をよろしくお願いします！

・多文化共生社会の実現のため、在住外国人が安心して暮らせるように相談窓口を設置するとともに、多文化共生意識の
向上を図るための普及啓発を行います。

料理や交流を通じてさまざまな国の生活や文
化を理解し、互いを身近に感じていただくため
に、「世界の料理教室」を開催しています。

多文化共生社会の実現のために、市民に対し
て「やさしい日本語講座」を開催しています。
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平和を繋ぐ事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・企業の皆様へのメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和７年度は、戦後８０年の節目であり、次世代に平和への想いを繋ぐことがより強く求められています。この取組を一緒に進
めませんか？

・次世代に平和への想いを繋ぐため、平和都市宣言に基づき、平和大使の広島派遣、平和ポスター展、ユニセフ平和教室
等の事業を行います。
・ロシアの武力侵攻の影響によるウクライナからの避難民の方への支援等を行います。

公募により選ばれた流山市内の小学5・6年生が広
島市を訪れ、被爆者の方等からの講話や平和記念
式典への参加などを通じて平和の尊さを学びます。

小学生を対象に「ユニセフ平和教
室」を開催し、ユニセフの活動や世界
の子どもたちの現状について考えます。

事業担当課：総合政策部 企画政策課 TEL：04-7150-6064
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流山おおたかの森駅周辺の道路高質化

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・企業の皆様へのメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
流山おおたかの森駅周辺は以前に比べて人口の増加や商業機能の集積が急激に進んだことにより、通学や送迎、買い物な
どの日常的な歩行者・自転車の通行が急増しています。こうした状況から、安全・快適に滞在できる空間を確保するため、ぜひ、
この事業へのご支援をよろしくお願いします！

・流山おおたかの森駅西・南口をつなぐ道路において「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成を行います。

事業担当課：まちづくり推進部 まちづくり推進課 TEL：04-7150-6090

こもれびストリート（1工区）が、令和7年４月１日に開
通しました。歩行者の快適性・回遊性を高め、良質な
交流空間の形成と更なる賑わいにつながっています。

ウォーカブル推進都市にふさわしい、地域の
特性を活かした魅力ある街並みと居心地が
良く歩きたくなるまちなかを目指します。
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南流山駅周辺の再整備

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・企業の皆様へのメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
南流山駅周辺地区は、本市の「南の玄関口」としての役割が期待される、交通利便性の高い地区です。周辺人口や駅利用者
が増加傾向にある一方、駅前の賑わいが乏しいなど、いくつか課題を抱えています。これらの課題を解決し、南流山駅周辺地
区の魅力を高め、目的地として選ばれるまちづくりのため、ぜひ、この事業へのご支援をよろしくお願いします！

・南流山駅周辺市街地の活性化を図るとともに、流山市の南の玄関口に相応しい賑わいのある市街地形成に努めます。

事業担当課：まちづくり推進部 まちづくり推進課 TEL：04-7150-6090

土地の高度利用化、商業・業務の集積による拠点性の向上により、「多くの人が集まるまちにふさわしい、たくさんの
魅力がつながるまち」、「住みたい・来たいを創り出す、快適な都市環境」の実現を目指します。
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江戸川台駅東口周辺のリニューアル

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・企業の皆様へのメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エリアビジョンに掲げる「ここに来たい、ここに居たい」と感じられる場づくりを目指し、江戸川台駅東口周辺地区の再整備を
進めていきます。未来に向けたまちづくりへご支援ください。

・駅前広場、ジェトロ跡地、商店街通りの３つを核とした、江戸川台駅東口の再整備を行います。

事業担当課：まちづくり推進部 まちづくり推進課 TEL：04-7150-6090

駅前広場の再整備により、交通需要に対応したロー
タリーの拡幅や歩行者が滞在しやすく様々な催し物
やイベントが開催できる広場空間の創出を行います。

ジェトロ跡地を活用し、老朽化した公
共施設の集約や新たな集客を見込め
る魅力的な空間の創出を行います。
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公共交通で気軽に「おでかけ」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・企業の皆様へのメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
近年、利用客の減少や運転士不足の影響により、当たり前のようににあったバス路線を維持することさえ困難となっています。
一方、多様化する交通需要には、持続可能な公共交通が必要不可欠なため、地域特性に応じた「新しい交通手段」の検討を
進めています！市内公共交通の維持・発展のため、皆様のご協力をお願いします！！

① 移動困難者をなくす公共交通 ② 快適に楽しくおでかけできる公共交通 ③ 市民みんなが責任をもって支える公共交通
を実現するため、「流山市地域公共交通計画」に基づき、様々な交通施策を実施しています。

事業担当課：まちづくり推進部 まちづくり推進課 TEL：04-7150-6090

妊産婦さんが検診や通院、出産のために利用したタ
クシー料金を、最大２０，０００円まで助成します。

高齢者免許返納一時金制度

運転免許証を自主返納した７５歳以上の高齢者に、
路線バスやタクシーで利用できる１０，８００円分の
助成券を交付します。

マタニティタクシー利用助成制度
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